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【法人課税】

積極的な賃上げ等を促すための措置（賃上げ促進税制）
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（税額控除率）

４％増
（含、ボーナス）

継続雇用者
３％増（含、ボーナス）

大企業

15％

継続雇用者
３％増

（含、ボーナス）

最大20％

教育訓練費２割増 ＋5％

教育訓練費２割増

全雇用者
１．５％増（含、ボーナス）

中小企業

15％

２．５％増かつ
教育訓練費１割増など

全雇用者
１．５％増

（含、ボーナス）

２．５％増
（含、ボーナス）

＋

＋

＋5％

＋

15％

教育訓練費１割増

＋

＋10％

＋10％

【R4改正】

【H30改正】

（税額控除率）

賃上げ促進税制について

※一定規模以上の企業は、
マルチステークホルダー
経営宣言を実施

＋10％

最大30％

＋15％

最大40％

【R3改正】

15％

最大25％

【R4改正】
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○ マルチステークホルダー経営宣言とは、従業員や取引先をはじめとする様々なステークホル
ダーに対し、各企業がどのような配慮を行うか、自ら宣言することをいう。

〇 具体的には、

⑴ 従業員への還元（「給与等の支給額の引上げの方針」、「人材育成の方針」等）

⑵ 取引先への配慮（「取引先との適切な関係の構築の方針」）

をはじめ、各企業が自社の様々なステークホルダーに対し、どのような取組みを行うかを自社の
ホームページで公表し、その内容などを経済産業大臣に届け出ることとなります。

＜スキームイメージ＞

適用法人
経済産業省

①適用法人が宣言をＨＰに公表

②適用法人が経済産業省に届出
（宣言内容、公表しているHPアドレス等を届出）

③経済産業省が内容を確認

④経済産業大臣が届出受領書を発行

⑤適用法人が申告書に受領書の写しを添付

マルチステークホルダーに配慮した経営への取組みの宣言
（マルチステークホルダー経営宣言）
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（主な記載要領）

✓ 下線を付した用語は必ず盛り込み、
公表時には下線は削除

✓ 「柱書」や「1.従業員への還元」欄の

前段は、記載の文章を参考にしつつ、
統合報告書や企業行動指針等にお
ける記載を引用・活用することで、可
能な限り自社の方針・取組みの応じ
た記載とすること。

✓ 「1.従業員への還元」欄の後段の個

別項目は、「賃金の引上げ」及び「人
材投資」の項目について、必ず自社
の取組み内容を具体的に記載した文
章を追加すること。

（出典：令和4年3月経産省告示第88号を加工して作成。）



賃上げ促進税制（大企業）

○ 現行制度を抜本的に見直し、積極的な賃上げを促す観点から、継続雇用者の給与総額を一定割合以上増加させた

企業に対して、雇用者全体の給与総額の対前年度増加額の最大３０％を税額控除できる制度とする。（２年間の時限

措置） その際、一定規模以上の大企業に対しては、マルチステークホルダーに配慮した経営への取組みを宣言して

いることを要件とする。

○ 賃上げや人材投資（教育訓練費）に積極的な企業に対しては、税額控除率を上乗せする。

≪改 正 前≫ ≪改 正 後≫

【適用要件】

■給与総額の増加率 新規雇用者の給与総額：対前年度増加率２％以上 継続雇用者の給与総額：対前年度増加率３％以上

■マルチステークホルダーへ
の配慮

従業員への還元や取引先への配慮を行うことを宣言
していること

【税額控除】 〔控除率最大２０％〕 〔控除率最大３０％〕

■控除率を乗ずる対象 新規雇用者の給与総額 雇用者全体の給与総額の対前年度増加額

■控除率

基本 １５％ １５％

上乗せ

（賃上げ）
＋１０％

継続雇用者の給与総額：対前年度増加率
４％以上

上乗せ
（教育訓練費）

＋５％ 教育訓練費の対前年度増加率２０％以上 ＋５％ 教育訓練費の対前年度増加率２０％以上

■控除上限額 当期の法人税額×２０％ （変更なし）

※２

※２ 確定申告書に教育訓練費の明細書の添付（改正後：明細書の保存）が必要

※１ 資本金１０億円以上、かつ、常時使用従業員数１，０００人以上の大企業に対する要件とし、自社のウェブサイトに宣言内容を公表したことを経済産業大臣に届出。

※１

※３

※３ 控除率１０％の上乗せ措置の適用を受けない場合は、合計２０％

※人材確保等促進税制
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≪改 正 前≫ ≪改 正 後≫

【適用要件】

■給与総額の増加率 雇用者全体の給与総額：対前年度増加率１.５％以上 （変更なし）

【税額控除】 〔控除率最大２５％〕 〔控除率最大４０％〕

■控除率を乗ずる対象 雇用者全体の給与総額の対前年度増加額 （変更なし）

■控除率

基本 １５％ １５％

上乗せ
（賃上げ）

＋１０％

雇用者全体の給与総額：対前年度増加率
２.５％以上

＋１５％
雇用者全体の給与総額：対前年度増加率
２.５％以上

上乗せ
（教育訓練費）

教育訓練費増加等の要件の充足 ＋１０％ 教育訓練費の対前年度増加率１０％以上

■控除上限額 当期の法人税額×２０％ （変更なし）

○ 中小企業全体として雇用を守りつつ、積極的な賃上げや人材投資を促す観点から、控除率の上乗せ要件

を見直すとともに、控除率を最大４０％に大胆に引き上げた上で、適用期限を１年延長（令和６年３月３１日）

する。

※１ 教育訓練費増加等の要件：次のいずれかの要件

① 教育訓練費の対前年度増加率１０％以上

確定申告書に教育訓練費の明細書の添付（改正後：明細書の保存）が必要

② 中小企業等経営強化法の認定経営力向上計画における経営力向上の証明（改正後：廃止）

賃上げ促進税制（中小企業）

※１
かつ

※２

※２ 控除率１５％の上乗せ措置の適用を受けない場合は、合計２５％

※所得拡大促進税制
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制度の概要

大企業向け
（人材確保等促進税制）

【適用要件】

・ 新規雇用者の給与総額

：対前年度比２％以上増

【税額控除】

・ 新規雇用者の給与総額の

１５％の税額控除

（注１）当期の教育訓練費が前期の教育訓練費の１.２倍以上である場合には、

控除率を５％上乗せ（→合計２０％）

（注２）雇用者全体の給与総額の対前年度増加額を上限

中小企業向け
（所得拡大促進税制）

【適用要件】

・ 雇用者全体の給与総額

：対前年度比１．５％以上増

【税額控除】

・ 雇用者全体の給与総額の

対前年度増加額の１５％の税額控除

（注１） 雇用者全体の給与総額の対前年度比が２.５％以上増であり、

かつ、教育訓練費増加等の要件を満たす場合には、控除率を１０％上乗せ（→合計２５％）

（注２） 教育訓練費増加等の要件：次のいずれかの要件

① 当期の教育訓練費が前期の教育訓練費の１.１倍以上

② 中小企業等経営強化法の認定経営力向上計画における経営力向上の証明

H25 H29 H30 R３

・給与総額
24年度比増

・平均給与
前年度以上増

・平均給与
前年度比 ２％増

継続雇用者
給与総額
前年度比３％増

新規雇用者
給与総額
前年度比２％増

H25 H30 R３

・給与総額 24年度比増
・平均給与 前年度以上増

継続雇用者
給与総額
前年度比 1.5％増

給与総額
前年度比 1.5％増

コロナ禍で雇用
確保を重視

一人当たり賃金の
引上げに着目

コロナ禍で雇用
確保を重視

一人当たり賃金の
引上げに着目

当期と前期で
毎月給与の

支給がある雇用者

当期と前期で
毎月給与の

支給がある雇用者

これまでの賃上げ税制等の概要
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特定税額控除規定の不適用措置の見直し

大企業が、以下に該当する場合には、研究開発税制その他一定の税額控除（特定税額控除※ ）の規定を適用

しない。（適用期限：令和６年３月31日）

所得金額が前年度の所得金額を超える場合

（制度の概要）

① 給与：継続雇用者の給与総額が前年度の

継続雇用者の給与総額以下の場合

② 投資：国内設備投資額が当期の減価償却費の

３割の金額以下の場合

かつ

以下のいずれにも該当する場合

❶ 資本金の額等が１０億円以上、かつ、常時使用
従業員数が１,０００人以上の場合

❷ 前年度の所得金額が０を超える（黒字）場合

❸ 所得金額が前年度の所得金額を超える場合

（追加：前期黒字・当期所得増の一定規模以上の大企業の場合）

① 給与：継続雇用者の給与総額の対前年度増加割合

が１％未満であること

※令和４年度については、０.５％未満

② 投資：同左

かつ

※ 特定税額控除：次の制度の税額控除

①研究開発税制、②地域未来投資促進税制、③５Ｇ導入促進税制、④デジタルトランスフォーメーション投資促進税制、

⑤カーボンニュートラル投資促進税制
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（出典）OECD database
（注）購買力平価実績ベース。ドイツのみ1991年以降の数値。指数はドイツのみ1991年＝100。

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

1
9

9
0

1
9

9
2

1
9

9
4

1
9

9
6

1
9

9
8

2
0

0
0

2
0

0
2

2
0

0
4

2
0

0
6

2
0

0
8

2
0

1
0

2
0

1
2

2
0

1
4

2
0

1
6

2
0

1
8

2
0

2
0

日本

韓国

フランス

英国

米国

ドイツ

（万ドル）

80

100

120

140

160

180

200

1
9

9
0

1
9

9
2

1
9

9
4

1
9

9
6

1
9

9
8

2
0

0
0

2
0

0
2

2
0

0
4

2
0

0
6

2
0

0
8

2
0

1
0

2
0

1
2

2
0

1
4

2
0

1
6

2
0

1
8

2
0

2
0

日本

韓国

フランス

英国

米国

ドイツ

（1990年＝100）
＜実額＞ ＜指数＞

平均賃金の国際比較

12
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2.1
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1.4

1.9

0.7

0.4 0.4

0.6

0.4
0.5

0.6 0.6
0.5

0.4
0.3 0.3 0.3

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

OFF－JT 自己啓発支援

50.1% 51.7% 49.6% 52.1% 49.4% 51.3% 53.8% 52.8% 52.9% 52.9% 54.9% 45.3％

26.4% 27.2% 25.6% 26.9% 26.0% 25.5% 26.3% 27.6% 26.7% 27.8% 28.2% 24.6%

23.1% 25.0% 20.2%

41.9% 41.6% 50.1%

企業の年間教育訓練費支出額（労働者一人当たり）

（出典）厚生労働省「能力開発基本調査」
※OFFーJT：業務命令に基づき、通常の仕事を一時的に離れて行う教育訓練（研修）のことをいう。
※自己啓発：労働者が職業生活を継続するために行う、職業に関する能力を自発的に開発し、向上させるための活動をいう。

（万円）

○ OFF-JT支出及び自己啓発支援支出ともに、大きな変化はみられない。むしろ近年は減少傾向。

○ OFF-JT支出及び自己啓発支援支出ともに行っていない企業も一定程度存在する。

OFF-JT支出
企業割合
自己啓発支援
支出企業割合

両費用支出
企業割合

支出なし
企業割合
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○ 我が国の無形資産投資は伸び悩んでおり、特に経済的競争力投資は低水準で推移。

（注）日本のデータはJIP2018プロジェクトの一環として宮川教授・外木准教授・滝澤教授で作成。⽇本以外のデータはINTAN-Invest により作成。⽇本以外のデータは不動産･公務･教育･医療･家内⼯業を除いた数値。
国⺠経済計算における⺠間企業設備投資では、上記の無形資産のうち、研究開発、コンピューターソフトウェア、鉱物探査・評価、娯楽作品原本が対象。

（出所）内閣府「選択する未来2.0 参考資料」（2021年６月４日）

）

無形資産投資の推移
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第１回新しい資本主義実現会議
（令和3年10月26日）配布資料
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【基本原則２】

上場会社は、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の創出は、従業員、顧客、取引先、債権者、地域社会をはじめとする

様々なステークホルダーによるリソースの提供や貢献の結果であることを十分に認識し、これらのステークホルダーとの適切な協働に

努めるべきである。（以下略）

＜考え方＞

上場会社には、株主以外にも重要なステークホルダーが数多く存在する。これらのステークホルダーには、従業員をはじめとする社内

の関係者や、顧客・取引先・債権者等の社外の関係者、更には、地域社会のように会社の存続・活動の基盤をなす主体が含まれる。

上場会社は、自らの持続的な成長と中長期的な企業価値の創出を達成するためには、これらのステークホルダーとの適切な協働が

不可欠であることを十分に認識すべきである。

また、「持続可能な開発目標」（SDGs） が国連サミットで採択され、 気候関連財務情報開示タスクフォース（TCFD）への賛同

機関数が増加するなど、中長期的な企業価値の向上に向け、サステナビリティ（ESG要素を含む中長期的な持続可能性）が重要

な経営課題であるとの意識が高まっている。こうした中、我が国企業においては、サステナビリティ課題への積極的・能動的な対応を一

層進めていくことが重要である。

上場会社が、こうした認識を踏まえて適切な対応を行うことは、社会・経済全体に利益を及ぼすとともに、その結果として、会社自身

にも更に利益がもたらされる、という好循環の実現に資するものである。

〇コーポレートガバナンス・コード～会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上のために～
（令和3年6月11日改訂、東京証券取引所）（抜粋）

〇岸田内閣総理大臣 所信表明演説（第205回国会、令和3年10月8日）（抜粋）

三 第二の政策 新しい資本主義の実現

（略）

企業が、長期的な視点に立って、株主だけではなく、従業員も、取引先も恩恵を受けられる「三方良し」の経営を行うことが重要です。

非財務情報開示の充実、四半期開示の見直しなど、そのための環境整備を進めます。
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○ 企業が、長期的な視点に立って、従業員や取引先などのマルチステークホルダーに配慮した経営を行

うことにより、「成長と分配の好循環」を実現。

収

益

・賃金
・教育
訓練費

企業

利

益

法人税

配 当

内 部
留 保

現預金

将来の
収益増

地 代

利払費

社会保険料

下請取引の適正化

従
業
員

株

主

フ
リ
ー
ラ
ン
ス

下
請
け
・

取
引
先

企業

・物件費
・委託費

人的資本への投資

労働分配率の向上
（賃上げ）

稼ぐ力を生み出す
無形・有形資産の獲得
・イノベーション
・トランスフォーメーション

政

府

・研究開発
・リカレント教育
・企業の生産性向上
・セーフティネット 等

マークアップ
率の向上 等
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オープンイノベーション促進税制の拡充
５G導入促進税制の見直し

少額の減価償却資産の取得価額の損金算入制度等の見直し

19



オープンイノベーション促進税制の見直し

○ スタートアップ企業と大企業等の協働によるオープンイノベーションを促進する観点から以下
の見直しを実施。

➢ 対象となる一定のベンチャー企業の要件拡大（設立後10年未満⇒15年未満）

➢ 制度活用のための株式保有期間の短縮（５年間⇒３年間）

事業会社
スタート

アップ企業

出資（資金払込み） ⇒ 株式取得

・設立後10年未満 等・５年間※の株式保有

所得控除（２５％）

制度の概要

※経済産業大臣がオープンイノベーション性を確認

株式

＜見直し後＞
・３年間の株式保有

＜見直し後＞
・設立後15年未満※ 等

※ 研究開発型スタートアップ企業の要件緩和

経済産業大臣の証明実績（令和２年７月28日～令和３年10月１日）

証明を受けた出資金額の合計額 証明を受けた投資案件数

約 ３４９億円 １１８件

（出所）経済産業省HPから作成

（※）証明を受けた出資金額の合計額は、億円未満を四捨五入したもの
（※）経済産業大臣の証明交付実績を示すものであり、事業者が税制上の特例措置を受けたことを示すものではない。
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取
得
価
額

株式

２５%
相当

所得控除

所得金額

特別勘定

※特定期間内の売却等
の場合は取崩し

＝

○ オープンイノベーション性等の要件を満たすベンチャー企業に対する出資の払込みとして経済産業大臣が証明※したものにより取得した
株式。

※ 出資後に企業から提出を受けた資料を、経済産業省において確認し、出資した年及び特定期間（出資後５年間【改正後：３年間】）中、
経済産業大臣が証明。

【適用対象となる一定のベンチャー企業の株式】

・経済産業大臣の確認（オープンイノベーション性等
の基準に適合することの証明）が取り消された場合

・株式の全部又は一部を有しなくなった場合
・配当の支払を受けた場合
・発行会社が解散した場合
・出資法人が解散した場合 等

【特別勘定を取り崩して、益金算入となる場合】

事業会社

ベンチャー

株式

１億円（中小
事業者は1,000
万円）以上※の
出資による払
込み
（適用上限あり）

受け手の要件（ベンチャー企業）

・設立後10年未満（※）の株式会社（新規設立を除く）

・非上場企業であること

・企業グループに属していないこと 等

オープンイノベーション性の要件

・革新性：事業会社にとっての革新性

・リソース開放性：ベンチャーの成長への貢献

・ビジネス変革性：事業会社のビジネス変革に寄与する可

能性

出し手の要件

・ベンチャー企業に直接又はＣＶＣを通じて出資を行う国内

の事業会社

・特定期間中の報告義務

※国外のベンチャー企
業への出資の場合は
５億円以上

リソースの
開放

オープンイノベーション促進税制の見直し

○ ベンチャー企業と既存企業の協働によるオープンイノベーションを促進する観点から、対象となる一定のベンチャー

企業の設立経過年数の要件や特別勘定の取崩しが不要となる株式保有期間等の見直しを行った上で、適用期限を

２年間延長（令和６年３月３１日）する。

（※）研究開発型ベンチャーにあっては、設立後１５年未満

【改正後】
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措置内容 税 額 控 除 特 別 償 却

対象事業者 全国キャリア ローカル５Ｇ免許人
全国キャリア

ローカル５Ｇ免許人

供用年度 改正前 Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ 改正前 Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ 改正前 Ｒ４～Ｒ６

条件不利地域
（過疎地域など）

１５％

１５％ ９％ ３％

１５％ １５％ ９％ ３％ ３０％ ３０％

その他の地域 ９％ ５％ ３％

（※）特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律

■ 税額控除率・特別償却率

５Ｇ法（※）の認定導入事業者が、認定導入計画に従って一定の５Ｇ設備の取得等をする場合には、税額控除又は特別償却

ができる。

【制度の概要】

■ 対象設備
全国５Ｇ ローカル５Ｇ

無線設備（送受信装置、アンテナ）
無線設備（送受信装置、アンテナ）、

通信モジュール、コア設備、光ファイバ

※ 対象設備について、子局の開設計画からの前倒し設置分であることとの要件（全国５Ｇ）等の見直しを行う。

５Ｇ導入促進税制の見直し

○ 「デジタル田園都市国家構想」の実現に向け、地方でのネットワーク整備を加速する等の観点から、インセンティブ付

けのため税額控除率を段階的に引き下げること等とした上で、適用期限を３年間延長（令和７年３月３１日）する。

22



少額の減価償却資産の取得価額の損金算入制度等の見直し

➢ 少額減価償却資産（取得価額10万円未満）は供用年度に全額損金算入

➢ 一括償却資産（取得価額20万円未満）は3年均等償却

➢ 中小企業者等の少額減価償却資産（取得価額30万円未満）は合計300万円を
限度として全額損金算入

23

当期利益圧縮を目的として自ら行う事業で使用しない少額資産を大量取得し、貸付の用に
供することにより損金算入し、賃貸料、売却益を複数年度の益金に算入する、損金と益金
の計上時期の相違を利用した節税スキームが散見された。

改正

制度の対象となる資産から貸付け（主要な事業として行われるものを除く。)の用に供した
資産が除かれた。（令和4年4月1日以後に取得又は製作若しくは建設をする少額減価償却
資産について適用され、法人税及び所得税について同様の措置が講じられている。）
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資材（建設用
足場）販売・
リース会社

納税者 建設会社

①資材（建設用足場）購入

③リース期間終了後資材売却
のあっせん

②オペレーティングシステ
ム契約(5年)

1年目 2年目・・・・・・・・・・・・・6年目

資産取得年度の利益を圧縮

②益金算入（賃料収入）

③益金算入
(資産売却）

①全額損金算入(資産
取得価額（1.8億円))

＠9万円×2000個＝1.8億円

リース先紹介及び売却
あっせんを行う節税ス
キームを提供

1.8億円程度

【改正】全額損金
算入の対象外

※毎期、減価償却
により損金算入

≪取引のイメージ≫



少額の減価償却資産の取得価額の損金算入制度等の改正内容

➢ 少額の減価償却資産の取得価額の損金算入制度について、
対象資産から、取得価額が10万円未満の減価償却資産のう
ち貸付け（主要な事業として行われるものを除く。）の用に供
したものを除外（所得税についても同様。）。

➢ 一括償却資産の損金算入制度について、対象資産から貸付
け（主要な事業として行われるものを除く。）の用に供した資
産を除外する（所得税についても同様。）。

➢ 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入
の特例について、対象資産から貸付け（主要な事業として行
われるものを除く。）の用に供した資産を除外した上、その適
用期限を２年延長（所得税についても同様。）。
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貸付けを主要な事業として行われるものとして損金算入できるもの（法規27の17）

（少額の減価償却資産の主要な事業として行う貸付けの判定）

第27条の17 次に掲げる貸付け（次項の規定に該当する貸付けを除く。）は、令第133条第1項（少額の減価償却資産の
取得価額の損金算入）に規定する主要な事業として行われる貸付けに該当するものとする。

一． 当該内国法人が当該内国法人との間に特定関係（一の者が法人の事業の経営に参加し、事業を実質的に支配し、
又は株式若しくは出資を有する場合における当該一の者と法人との間の関係（以下この号において「当事者間の関
係」という。）、一の者との間に当事者間の関係がある法人相互の関係その他これらに準ずる関係をいう。）がある
法人の事業の管理及び運営を行う場合における当該法人に対する資産の貸付け

二． 当該内国法人に対して資産の譲渡又は役務の提供を行う者の当該資産の譲渡又は役務の提供の事業の用に専ら
供する資産の貸付け

三． 継続的に当該内国法人の経営資源（事業の用に供される設備（その貸付けの用に供する資産を除く。）、事業に関
する従業者の有する技能又は知識（租税に関するものを除く。）その他これらに準ずるものをいう。）を活用して行い、
又は行うことが見込まれる事業としての資産の貸付け

四． 当該内国法人が行う主要な事業に付随して行う資産の貸付け

２ 資産の貸付け後に譲渡人（当該内国法人に対して当該資産を譲渡した者をいう。）その他の者が当該資産を買い取
り、又は当該資産を第三者に買い取らせることをあつせんする旨の契約が締結されている場合（当該貸付けの対価の
額及び当該資産の買取りの対価の額（当該対価の額が確定していない場合には、当該対価の額として見込まれる金
額）の合計額が当該内国法人の当該資産の取得価額のおおむね100分の90に相当する金額を超える場合に限る。）に
おける当該貸付けは、令第133条第1項に規定する主要な事業として行われる貸付けに該当しないものとする。
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【個人所得課税】

住宅ローン控除等の見直し
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(出典：R4.1.20税制調査会財務省作成資料を基に作成。)
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(出典：R4.1.20税制調査会財務省作成資料を基に作成。)



会計検査院による平成30年度決算検査報告

（令和元年11月８日内閣送付）においては、

「住宅税制租税特別措置について、住宅ロー

ン控除特例の控除率である１％を下回る借入

金利で住宅ローンを借り入れている者の割合

が78.1％となっているなどの状況が見受けら

れた」旨の指摘があり、同報告で、以下の問題

提起。

⚫ 「住宅ローンの借入金利が…１％を下回る

場合…毎年の住宅ローン控除額が住宅

ローン支払利息額を上回る…。」

⚫ 「このため、…住宅ローンを組む必要がな

いのに住宅ローンを組む動機付けになった

り、住宅ローン控除特例の適用期間が終

了するまで住宅ローンの繰上返済をしない

動機付けになったりすることがある。」

住宅ローン控除特例の適用者1,748人の住宅
ローンの借入金利の状況

※ 会計検査院の決算検査報告から抜粋
※ 会計実地検査等を実施した税務署のデータによる。割合は小数点
第２位以下を切り捨てているため、合計しても100％にならない。

平成30年度決算検査報告（会計検査院）による検証状況等
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⚫住宅ローン控除の適用期限を４年延長（令和7年12月31日までに入居した者が対
象）。
⚫2050年カーボンニュートラルの実現に向けた措置

➢省エネ性能等の高い認定住宅等（※１）につき、新築住宅等・既存住宅ともに、
借入限度額を上乗せ。☞消費税率引上げに伴う反動減対策としての借入限度額の上乗せ措置は終了

➢令和６年以降に建築確認を受けた新築住宅につき、省エネ基準への適合を要
件化。

⚫会計検査院の指摘への対応と当面の経済状況を踏まえた措置等
➢ 会計検査院の指摘への対応として控除率を0.7％（改正前：１％）としつつ、新
築住宅等につき控除期間を13年へと上乗せ（※２）。
➢ 住宅ローン控除の適用対象者の所得要件は合計所得金額2,000万円以下
（改正前：3,000万円以下）とする。
➢ 合計所得金額1,000万円以下の者につき、令和５年以前に建築確認を受け
た新築住宅の床面積要件を40m²以上に緩和。

住宅ローン控除制度の見直し
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➢ ※１「認定住宅等」は、認定長期優良住宅・認定低炭素住宅、ZEH水準省エネ住宅、省エネ基準適合住宅のことを指す。
➢ ※２控除期間につき、新築等の認定住宅等については令和４～７年入居につき13年とし、新築等のその他の住宅については令和

４・５年入居は13年、令和６・７年入居は10年とし、既存住宅については令和４～７年入居につき10年とする。
➢ ※３「買取再販住宅」は、既存住宅を宅地建物取引業者が一定のリフォームにより良質化した上で販売する住宅のことを指す。
➢ ※４「その他の住宅」は、省エネ基準を満たさない住宅のことを指す。
➢ ※５既存住宅における築年数要件（耐火住宅25年、非耐火住宅20年）については廃止し、代わりに昭和57年以降に建築された住

宅を対象とする。
➢ ※６所得税額から控除しきれない額については、所得税の課税総所得金額等の５％（最高9.75万円）の範囲内で個人住民税から

控除する。



納税地の変更・異動手続の見直し

完全子法人株式等の配当に係る源泉徴収の見直し

大口株主等の要件の見直し
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納税地の変更・異動手続の見直し

申請等の簡素化の観点から、所得税・消費税(個人事業者)の納税地を変更する場合
及び納税地に異動があった場合の届出書の提出が不要とされた（令和5年1月1日以
後適用）。

34

納税義
務者

税務署

区役所等

変更・異動届出書⇒ 不 要
転居は住民票情報、それ以外は確定申
告書の記載内容で確認可能

転出届出

住民票情報

※税務行政のデジタルトランスフォーメーションにおいて、「ワンスオンリー（一度提出した情報は、二度提出す
ることは不要とする）を徹底する観点から、申請や届出については、その要否を不断に見直します。」と記載。



完全子法人株式等の配当に係る源泉徴収の見直し

完全子法人株式等や関連法人株式等に係る配当等については、益金不算入となるにも関わら
ず源泉徴収が行われ、申告時に税額控除が行われる。

これは、源泉税が法人税の前払的性質や所得税を効率的かつ確実に徴収する源泉徴収制度
の趣旨に沿ったものとは言えないことから、所得税を課さず、源泉徴収を行わないこととされた。

(適用時期)令和5年10月1日以後に支払を受けるべき配当等から適用される。

35

税務署

法人A 法人B

源泉税の納付

持株割合100％

配当の支払

法人税の確定申告
で税額控除し精算

【改正内容】
①法人Aの配当について所得税を課さ
ないこととし、②源泉徴収を行わない。



大口株主等の要件の見直し

➢ 大口株主等（持株割合3％以上の株主）が保有する株式は、会社の経営に参画する持分として
の事業参加的性格が強いことから、金融所得として分離課税せず、事業所得とのバランスを考
慮し総合課税としている。

➢ 株式を直接保有する以外にも持株割合が実質的に大口の個人株主と同等となる場合を総合
課税の対象に加えられた。

(適用時期)令和5年10月1日以後に支払を受けるべき上場株式等の配当等から適用される。
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法人A

個人株主 法人B

配当
(分離課税)

50％超の株式を保有
（個人株主が法人を支配）

【改正内容①】
持株割合が同族会社である法人との合計で3％以上とな
る場合には、その支払配当等を総合課税の対象とする。

持株割合
3％未満

税務署

【改正内容②】
配当等の支払をする内国法人は、持株割合1％以上の個
人株主に関する報告書を税務署長に提出する。

株式を保有



【資産課税】

住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置の見直し

法人版事業承継税制の改正
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3,000万円

1,500万円

H28.１月～H31.３月

1,200万円
1,000万円

＋1,800万円

＋500万円

〔10％適用枠〕

H31.４月～R２.３月 R２.４月～R３.12月

消費税率引上げ
(R元年10月～)

（注） 1 上図は、耐震性能・省エネ性能・バリアフリー性能のいずれかを有する住宅向けの非課税限度額。それ以外の住宅の非課税限度額はそれぞれ500万円減。

2 受贈者の年齢要件：20歳 ⇒【改正後】年齢要件を18歳以上に引下げ（令和4年４月以後）

3 既存住宅は、①築年数が20年（耐火建築物は25年）以内 又は②耐震基準に適合していること が必要。
⇒【改正後】築年数要件を撤廃し、昭和57年以降に建築された住宅 又は 耐震基準に適合していることが証明された住宅 を対象とする。

4 東日本大震災の被災者に係る非課税限度額は、令和３年12月末まで1,500万円（耐震・エコ・バリアフリー以外の住宅は1,000万円）で据置き。
⇒【改正後】令和５年12月末まで２年延長。

5 原則として贈与を受けた年の翌年３月15日までに住宅を取得する必要がある。

H27.１月～12月

1,500万円

契約締結日

親・祖父母等（贈与者）から住宅取得等の資金の贈与を受けた場合、非課税限度額まで非課税とする。

（平成27年１月１日～令和３年12月31日までの措置）⇒【改正後】令和５年12月31日まで２年延長

⚫ 住宅面積：床面積50㎡以上240㎡以下の住宅用家屋 (合計所得金額が1,000万円以下の者：下限を40㎡以上に引下げ）

⚫ 受贈者 ：直系卑属（合計所得金額2,000万円以下など）

◼ 適用要件

◼ 非課税限度額

贈与日

【改正後】1,000万円

R４.１月～R５.12月

住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置の見直し
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法人版事業承継税制の改正
（非上場株式等に係る相続税・贈与税の納税猶予)

中小企業の経営者がその後継者に非上場株式等の相続・贈与をさせた場合、
その相続税・贈与税の納税を猶予し、後継者の死亡等の場合に免除するもの。

平成30年1月から10年間(令和9年12月31日まで)の措置として、従来の制度を
抜本的に拡充した特例措置が講じられている。

・猶予割合 80％⇒100％

・対象株式 総株式の3分の2まで⇒全株式

・雇用確保要件の弾力化

・経営環境変化に対応した免除措置 など

●特例承認計画の作成

令和5年3月31日まで⇒令和6年3月31日まで（令和4年度改正）

(参考）個人版事業承継計画の策定は当初から令和6年3月31日まで
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【消費課税】

適格請求書発行事業者の登録手続の柔軟化
インボイス制度後の免税事業者との取引に係る下請法等の考え方
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適格請求書発行事業者の登録手続の柔軟化

【改正前】免税事業者が適格請求書発行事業者の登録を申請した場合、令和5年10月1日
の属する課税期間においては、課税期間途中でも登録を受けた日から適格請求書発行事業
者となることができるが、その後の課税期間では、課税期間の途中からの登録を受けることが
できない。

【改正後】免税事業者が登録の必要性を見極めながら柔軟なタイミングで適格請求書発行
事業者となれるようにするため、令和5年10月1日から令和11年9月30日の属する課税期間に
おいても、課税期間の途中からの登録を可能とすることとされた（簡易課税の適用も可能）。
※課税事業者選択届出書を提出することで課税転換した場合とのバランスを考慮し、登録開始日から2年を経過する日の属する
課税期間までの間は事業者免税点制度の適用は制限される（令和5年10月1日の属する課税期間を除く。)

41

R6期 R7期 R8期 R9期 R10期 R11期適格請求書
発行事業者免税

R5.4.1                                R6.4.1 R7.4.1 R8.4.1 R9.4.1 R10.4.1 R11.4.1 R12.4.1

期の途中から登録可
改正前：期の途中から登録不可

改正後：期の途中から登録可

R8.10.1免税事業者からの仕入れ8割控除 免税事業者からの仕入れ5割控除R5.10.1 R11.9.30

インボイス制度施行

制度施行後6年間は、期の途中からの登録を可能とする。



【事例１】
〇 「報酬総額11万円」で契約を行った。

〇 取引完了後、インボイス発行事業者でなかったことが、請求段階で判明したため、下請事業者

が提出してきた請求書に記載された金額にかかわらず、消費税相当額の１万円の一部又は全部を支
払わないことにした。

親事業者

①
報酬総額
11万円

②

総額11万円

取引完了後･･･契約

（インボイス番号なし）

この請求書は、インボイス番号が
ないからAさんは免税事業者
ということか･･･！

インボイス番号なし

③

そ、そんなぁ･･･

④

➢それ、下請法違反です！
発注者（買手）が下請事業者に対して、免税事業者であることを理由にして、消費税相当額の
一部又は全部を支払わない行為は、下請法第４条第１項第３号で禁止されている

「下請代金の減額」として問題になります。

よく見ると･･･ 結果･･･

免税事業者
下請事業者Ａ
（個人事業者）

インボイス制度後の免税事業者との取引に係る下請法等の考え方

Ａさん、あなた免税事業者なら、

消費税相当額は払えないなぁ･･･
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【事例２】
〇 継続的に取引関係のある下請事業者と、免税事業者であることを前提に「単価10万円」で発注を行った。

〇 その後、今後の取引があることを踏まえ、下請事業者に課税転換を求めた。結果、下請事業者が課税

事業者となったにもかかわらず、その後の価格交渉に応じず、一方的に単価を据え置くこととした。

それは困ります･･･！

④

それは無理です！いつもの金額
で発注させていただきます！

次回発注における単価交渉

親事業者

① ② その後･･･単価交渉及び発注

インボイス事業者になった
から、次回は価格交渉しな
いと･･･

③ 課税事業者選択･･･

免税事業者

今後も踏まえ、インボイス登
録をお願いします。

承知しました！

課税事業者選択
登録申請手続

課税事業者になったので、単価の交
渉をお願いします。

➢それ、下請法違反となるおそれがあります！

下請事業者が課税事業者になったにもかかわらず、免税事業者であることを前提に行われた単価
からの交渉に応じず、一方的に従来どおりに単価を据え置いて発注する行為は、下請法第

４条第１項第５号で禁止されている「買いたたき」として問題になるおそれがあります。

下請事業者Ａ
（個人事業者）

※ 継続的に取引が
行われている関係

Aさんは免税
事業者よね

単価
10万円
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【事例３】

〇 課税事業者が、取引先である免税事業者に対して、課税転換を求めた。

〇 その際、「インボイス事業者にならなければ、消費税分はお支払いできません。承諾いただけなけ

れば今後のお取引は考えさせていただきます。」という文言を用いて要請を行った。また、要請に
当たっての価格交渉にも応じなかった。

課税転換するのに、価格交渉もさせ
てくれないんですね･･･

③’

ありがとうございます。では、今まで通りの
金額でお願いします。

価格交渉（課税転換するBさんの場合）

① 要請文書発出 ② 要請文書には･･･

（取引を切られるのは困る･･･！）
課税事業者になります！

➢それ、独占禁止法上問題となるおそれがあります！
課税事業者になるよう要請すること自体は独占禁止法上問題になりませんが、それにとどまらず、課
税事業者にならなければ取引価格を引き下げる、それにも応じなければ取引を打ち切る
などと一方的に通告することは、独占禁止法上問題となるおそれがあります。また、課税事業者
となるに際し、価格交渉の場において明示的な協議なしに価格を据え置く場合も同様です。

うちは免税事業者との取引
が多いし、とりあえず、課税
事業者になってもらおう

いきなり何だ
ろう･･･？

取引先Ａ
（免税事業者）

取引先Ｂ
（免税事業者）

わかりました･･･

③

免税のままなら10％価格を引き下
げます！それがいやなら今後の取引は
考えさせていただきます。

価格交渉（免税事業者のままのAさんの場合）

免税事業者のままでも、価格を据え
置いてもらえませんか･･･？
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【円滑・ 適正な納税のための環境整備】

電子取引データ保存の保存方法のう宥恕措置
タイムスタンプの国による認定制度の創設に伴うスキャナ保存制度等の整備

記帳水準の向上に資するための過少申告加算税等の加重措置の整備

証拠書類のない簿外経費への対応策

修正申告書等の記載事項の整備

財産債務調書制度の見直し

登録免許税及び自動車重量税におけるキャッシュレス納付制度の創設
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電子帳簿保存法の体系

（出典：国税庁パンフレットを基に作成）
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① 原則：新保存要件にしたがって電子データを保存

⇒令和4・5年に行う電子取引については宥恕措置が適用可

手続不要で宥恕措置を適用

令和６年以降

◎宥恕措置の適用は終了
すべて新保存要件にしたがって電子データを保存

⇒令和5年10月からインボイス制度導入
⇒電子インボイスは電子取引データ保存と同様の保存方法

② 新保存要件にかかわらず電子データを保存
③ 保存すべき電子データをプリントアウトして保存

・保存要件にしたがって保存できなかったことについてやむを得ない事情がある
・税務調査等の際にプリントアウトしたものを提示・提出できるようにしている

宥恕措置の適用要件

令和4年以降の電子取引データ保存の保存方法



タイムスタンプの国による認定制度の創設に
伴うスキャナ保存制度等の整備

スキャナ保存、電子取引データ保存のタイムスタンプ要件
について、総務大臣が認定する時刻認証業務に係るタイム
スタンプ（改正前：一般財団法人日本データ通信協会が認
定する業務に係るタイムスタンプ）を付すこととされた。

(適用時期）

この改正は、令和4年４月１日以後に保存が行われるものから適用される。
ただし、令和４年４月１日から令和５年７月 29 日までの間に保存が行わ
れるタイムスタンプについては、従来どおり一般財団法人日本データ通
信協会が認定する業務に係るタイムスタンプを付すことを可能とする経過
措置が講じられている。

48



（出典:総務省HP)
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優良な電子帳簿

事前届出により加算税軽減

訂正・
削除・
追加履
歴の確

保

帳簿間
の相互
関連性
確保

システ
ムの開
発関係
書類等
の備付

け

見読可
能装置
の備付

検索機能
の確保(取
引年月日、
金額、取引
先に限定)

最低限の要件を満たす電子帳簿

事前手続なし

システムの開

発関係書類等

の備付け

見読可能装置

の備付

税務調査でダ

ウンロードの

求めに応じる

50

電子帳簿の保存要件(自己が一貫して電子で作成)
※事前承認制が廃止され２種類の保存制度に構成‼

注；一定の国税関係帳簿（青色申告者、消費税事業者の備
付ける帳簿)の保存を行う者については過少申告加算税を
5％軽減する。
※令4.1.1以後に法定申告期限等が到来する国税から適用

注；正規の簿記の原則に従って記録されるものに限る。
※令4.1.1以後に備付け開始する帳簿、保存を行う書類から適用。



(出典：納税環境整備に関する専門家会合(R3.615)財務省作成資料を基に作成。)
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電子的に作成された
紙の帳簿 最低限の要件を満た

す電子帳簿

従来の電子帳簿
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帳 簿 の 作
成方法

改正の効果と課題 それぞれの課題認識

① 優良な
電子帳簿

訂正履歴の保存等による高い信頼性に
対し、過少申告加算税の軽減や所得税の
青色申告控除の上乗せはあるが、法人税
の青色申告の恩典に②との区分はない。
※ 個人・法人合わせて27万件程度

信頼性の高い優良な電子帳簿に対する意識の向上や、その利
用機会の拡大を図る必要。

優良な電子帳簿への移行は、大企業のシステム改修、中小・個
人では対応会計ソフトの導入コストが課題。

② 複式簿

記 に よ る
帳簿

会計ソフトを用いた「最低限の要件を満
たす電子帳簿」により複式簿記へのハード
ルは低下。
※ 法人はほぼ100％が複式簿記、個人事
業者は３割程度が複式簿記により記帳。

複式簿記での記帳の一層の利用機会の拡大や民間機関による
記帳指導の充実が必要。

会計ソフトによって基本的には低コストで手間をかけずに複式簿
記での記帳が可能であるが、特に零細事業者にはコスト負担に見
合うメリットが認識されづらい。

③ 簡 易 簿
記・現金主
義など

※個人事業者の３割程度。

貸借科目の記帳がないこと等で、所得計算上の誤りが発生しや
すい。

青色申告の恩典も一部ある中で、いったん簡易な記帳に慣れる
と複式簿記での記帳に移行する動機に乏しい場合も存在。

④ 記帳不

備・無記帳
（無申告）

記帳・証憑保存のない場合は真実の所得把握にかかる執行コス
トが多大で、ペナルティ適用上の立証も困難。

記帳義務不履行に対する不利益がない中で記帳の動機に乏し
い場合も存在。

電子帳簿保存法改正後の記帳水準向上に向けた課題

出典：納税環境整備に関する専門家会合(R3.615)財務省作成資料を基に作成。
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個人事業者の申告状況：事業収入別（平成30年分）

⚫ 平成30年分の確定申告を行った個人事業者の申告状況は、青色申告６割（正規簿記３割、簡易簿記３割）、

白色申告４割となっている。

⚫ 事業収入別にみると、個人事業者のうち78.8％が事業収入1,000万円以下の小規模事業者。

白色申告者の93.3％（全体の37.3％）は小規模事業者。

⚫ 事業収入が１億円を超える規模の個人事業者の中にも、白色申告の者が存在する。

事業収入階級

青色申告

白色申告 合計

正規簿記
簡易簿記

（現金主義を含む（注））

１円～1,000万円 17.3% 24.2% 37.3% 78.8%

1,000万円～5,000万円 10.0% 5.5% 2.5% 18.1%

5,000万円～1億円 1.5% 0.4% 0.1% 2.1%

１億円～ 0.8% 0.2% 0.1% 1.1%

合計 29.7% 30.3% 40.0% 100%

（出所）国税庁調

（注）事業収入の金額が１円以上ある者（事業所得以外が主たる所得の者も含む）の申告状況。現金主義の者は全体の0.1％程度。

令 和 ３ 年 ８ 月 1 0 日
政府税査第６回専門家会合
財 務 省 提 出 資 料
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記帳形式 記帳不備と判定 申告誤り 仮装隠蔽

青色申告

正規簿記 6.2％ 72.9％ 6.6％

簡易簿記 22.5％ 80.6％ 8.8％

白色申告 － 74.2％ 88.4％ 7.9％

（出所）国税庁調

※「記帳不備」：実地調査において、記帳すべき事項が相当欠落している又は記帳が相当期間（おおむね３か月程度以上）遅
滞している場合、記帳が全くされていない場合、及び帳簿等の提示がなく記帳状況が不明な場合を指す。

個人事業者の記帳状況と申告誤り等の状況（平成30年７月～令和元年６月調査分）

⚫ 意図しない誤りを含む「申告誤り」が税務調査において見つかる割合は、記帳水準に連動（白色申告が最も高い）。

⚫ 税務調査において「仮装隠蔽」が見つかる割合については、簡易簿記の青色申告が最も高い。

令 和 ３ 年 ８ 月 1 0 日
政府税査第６回専門家会合
財 務 省 提 出 資 料
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②記載不備
（帳簿の保存（提出）あり）

①不記帳・不保存
（不提示・不提出）

加重なし ５％ １０％

記
載
不
備
の
程

度
が
著
し
い

⇩

①
と
同
視
す
る

年
間
の
所
得
計

算
を
す
る
に
は

不
十
分

収
入
の
５
割

以
上
に
つ
い

て
不
記
載

収
入
の
３
分
の

１
以
上
に
つ
い

て
不
記
載

収
入
全
て
不
記

載
（帳
簿
な
し
）

収入金額の
記載水準

記帳水準の向上に資するための過少申告加算税・無申告加算税の加重措置の整備

〇 記帳水準の向上に資する観点から、記帳義務の適正な履行を担保するため、帳簿の不保存や記載不備について未然に抑止するための以下の過
少申告加算税・無申告加算税の加重措置を講ずる。

加算税の
加重割合

【改正後】

⑴ その修正申告等があった時前に、帳簿（電子帳簿を含む。）【対象範囲：所得税法、法人税法及び消費税法の保存義務のある一定の売上に係
る帳簿】の提出の要求があった場合において、次のいずれかに該当するときは、その修正申告等に基づき納付すべき税額（帳簿に記載すべき
事項に基づく税額に限る。）に係る過少申告加算税・無申告加算税について、１０％加重（下記②については、５％加重）する。
① 不記帳・不保存であった場合（その提出をしなかった場合）
② 提出された帳簿について、その申告書の作成の基礎となる重要な事項の記載が不十分である場合（記載が著しく不十分な場合は①）

⑵ ただし、納税者の責めに帰すべき事由がない場合（災害等の場合）は上記⑴の措置は適用しない。

（注１）上記の「一定の売上に係る帳簿」とは以下のとおり

・白色申告者・青色申告者（簡易・現金）・消費税法上の事業者が保存しなければならない帳簿：売上帳、売掛帳、現金出納帳等
・青色申告者（複式）：仕訳帳、総勘定元帳（売上に係る部分に限る。）

（注２）令和６年１月１日以後に法定申告期限が到来する国税について適用する。

・ 給与所得者を含めた全体の納税義務者に占める帳簿の不保存・記載不備の事業者の割合は僅少であり、そういった一部の者について所得把握
を十分に行えない不公平を是正するため、その記帳義務の履行の程度に応じたペナルティ（加算税の加重）を課す。

【加重措置の適用対象範囲のイメージ】

（注）収入金額は営業収入を使用。
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取引が行われた事実及びその費用の額が、①納税者の保存する帳簿書類等からも
②税務当局による反面調査等によっても明らかにならない場合は、必要経費・損金に
算入しない。

証拠書類のない簿外経費への対応策

【改正後】

〇 納税者【対象範囲：所得税法及び法人税法の納税者】が、事実の仮装・隠蔽がある年分（事業年度）又は無申告の年分（事業年度）に

おいて、確定申告（更正を予知する前の修正申告を含む。）における所得金額の計算の基礎とされなかった間接経費の額（原価の額

（資産の販売・譲渡に直接要するものを除く。）、費用の額及び損失の額）は、次の場合を除き、必要経費（損金の額）に算入しない。

① 間接経費の額が生じたことを明らかにする帳簿書類等を保存する場合（災害その他やむを得ない事情により所得税法又は法人税

法上保存義務のある一定の帳簿書類の保存をすることができなかったことを納税者が証明した場合を含む。）

② 帳簿書類等により間接経費の額に係る取引の相手先が明らかである場合その他その取引が行われたことが推測される場合であっ

て、反面調査等により税務署長がその取引が行われたと認める場合
(注１) 納税者が個人の場合には、事業所得、不動産所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務を行う者の、その業務に係る事業所得の金額、不動産所得の金

額、山林所得の金額又は雑所得の金額が対象（雑所得の金額にあっては、小規模な業務に係るものを除く。） 。
(注２) 推計課税の場合においても適用される。
(注３) 上記の改正は、納税者が個人の場合については令和５年分以後の所得税について適用し、納税者が法人の場合については令和５年１月１日以後に開始す

る事業年度の所得に対する法人税について適用する。

納税者

②反面調査等

税務調査

簿外経費
を主張

①帳簿書類等

〇 税務調査の現場において、証拠書類を提示せずに簿外経費を主張する納税者や、証拠書類を仮装して簿外経費を主張する

納税者への対応策として、以下の必要経費不算入・損金不算入の措置を講ずる。

税務署

【必要経費不算入・損金不算入の場合のイメージ】
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修正申告書等の記載事項の整備

【改正前】

修正申告書及び更正請求書には、以下の事項を記載しなければならない。

⑴ 修正申告前及び更正の請求前の課税標準・税額

⑵ 修正申告後及び更正の請求後の課税標準・税額

59

【改正後】
修正申告書及び更正請求書の記載事項から、その申告前又はその請
求に係る更正前の課税標準等、納付すべき税額の計算上控除する金
額及び還付金の額の計算の基礎となる税額を除外することとされた。

【改正の考え方・適用時期】

➢ ワンスオンリーの原則を徹底する観点から、当初申告等により税務当局が既に保有している修正申告
前、更正の請求前の課税標準等の記載を不要とするもの。

➢ 令和４年 12 月 31 日以後に課税期間が終了する国税（課税期間のない国税については、同日後にそ
の納税義務が成立する当該国税）に係る修正申告書又は更正請求書について適用される。



財産債務調書制度等の見直し

提出義務者： 以下のいずれの基準にも該当する者

✓ 所得基準 ： 所得2,000万円超

✓ 財産基準 ： 総資産３億円以上 又は

有価証券等１億円以上

提出期限： 翌年３月15日

記載内容： 12月31日時点で保有する財産・債務の

所在地・銘柄別・価額等

※ 一部の少額財産債務は記載を省略可能

例：取得価額 100 万円未満の家庭用動産

（現金・美術品等を除く）

（注１）国外財産調書についても、提出義務者の事務負担軽減の観点から、提出期限の緩和及び記載省略の範囲の拡充を行う。
（注２）その他所要の措置を講ずる。
（注３）令和６年１月１日以後に提出すべき調書（令和５年分以後の調書）について適用する。

【改正前】

• 所得2,000万円以下の者は、仮に高額の資産を保有していたとしても、調書の提出義務がない。

⇒納税者における資産の異動状況等について、十分に把握できているとは言い難い。

• 「改正前の提出期限（３月15日）までに、保有財産の種類・数量・価額を正確に算出・記載することは必ずし

も容易でないことを勘案し、提出期限は６月末以降とすべき」との指摘がある。

• 提出義務者の事務負担軽減の観点から、記載省略の範囲について拡大する余地があると考えられる。

【課題】

提出義務者： 改正前の提出義務者に加えて、

以下の基準に該当する者も対象とする

✓ 財産基準 ： 「総資産 10 億円以上」

（所得基準なし）

提出期限： 翌年６月30日

記載内容： 同左

※ 一部の少額財産債務は記載を省略可能

例：取得価額 300 万円未満の家庭用動産

（現金・美術品等を除く）

【改正後】
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登録免許税及び自動車重量税におけるキャッシュレス納付制度の創設

〇 登録免許税及び自動車重量税は、オンライン申請の場合に限り、インターネットバンキング等

による納付が可能とされているが、規制改革実施計画（令和３年６月18日閣議決定）を踏まえ、

申請者利便の更なる向上を図るため、書面申請の場合も含め、クレジットカード等による納付も

可能にする。

改正後改正前

申請方法 納付方法

窓口 現金納付・印紙納付

オンライン
現金納付・印紙納付・

ネットバンキング等による納付

申請方法 納付方法

窓口 印紙納付

オンライン ネットバンキング等による納付

登録
免許税

自動車
重量税

窓 口・オ ンライ ンでの申 請
に か か わ ら ず 、 ク レ ジ ッ ト
カード等による納付を可能
とする。
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【税理士制度の見直し】
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ウィズコロナ・ポストコロナの新しい社会を見据え、税理士の業務環境や納税環境の電子化といった、税理士を取り巻く

状況の変化に的確に対応するとともに、多様な人材の確保や、国民・納税者の税理士に対する信頼と納税者利便の向上を

図る観点から、税理士制度の見直しを行う。

税理士制度の見直し

○ 税理士の業務におけるICT化の推進 ○ 税理士会等における会議招集通知・委任状の電子化

○ 事務所設置規制の見直し（物理的な事務所判定基準の撤廃） ○ 税理士名簿等を作成可能な電子記録媒体の明確化

○ 税務代理の範囲の明確化

○ 税理士試験の受験資格の見直し（会計学科目の受験資格の不要化、税法科目の受験資格（学識）に係る履修科目要件の緩和）

○ 税理士法人の業務範囲の拡充

（成年後見業務、租税に関する教育・普及業務）

○ 税理士法人社員の法定脱退事由の整備

（業務停止処分等により法人から脱退することの明確化）

○ 税理士による申告書添付書面に関する様式の整備 ○ 税理士試験受験願書に添付する写真の撮影条件の撤廃等※

１．ICT化とウィズコロナ時代への対応

２．多様な人材の確保

３．税理士に対する信頼の向上を図るための環境整備

４．その他

○ 懲戒逃れを図る税理士等への対応※

税理士調査に係る調査・協力要請規定の整備

元税理士に対する「懲戒処分相当であったことの決定」処分の創設

○ 税理士懲戒処分の除斥期間の創設（10年）

※ 国税庁のみ要望
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64

税理士制度の見直し

コロナ後の新しい社会を見据え、税理士の業務環境や納税環境の電子化といった、税理士を
取り巻く変化に的確に対応するとともに、多様な人材の確保や、国民・納税者の税理士に対す
る信頼と納税者利便の向上を図る観点から、次の見直しが行われた。

（出典：財務省HP資料を基に作成）



ICT化とウィズコロナ時代への対応

税理士の業務におけるICT化の推進

事務所設置規制の改正

※ 併せて、税理士から離れた場所における使用人等の業務の適切性確保を図るため、日本税理士会連合会と連携し、使用者税理士による
監督義務に関する法令解釈や指針を定める等、運用上の措置を講ずる。

（注）令和５年４月１日から適用する。

【背景】

○ 経済社会のICT化が進展する中で、税理士の業務環境や納税環境の電子化といった、税理士を取り巻く状況が変化。
税理士は、この動きに的確に対応していくことが求められている。

【改正後】

○ 税理士が取り組むべき上記の方向性を明確にするため、「税理士は、業務のICT化を進める等の取組みを通じて、納税者
利便の向上及びその業務の改善進歩を図るよう努めるものとする」旨の努力義務規定を設ける（令和４年４月１日施行）。

○ 併せて、その取組みが進展するよう、業務のICT化に関する規定を、日本税理士会連合会・税理士会の会則の絶対的記載
事項とする（令和５年４月１日施行）。

改正前 改正後

法律上の
規定

税理士は、税理士業務を行うための事務所を設けなければならない。また、複数設けてはならない。

「事務所」
の捉え方

定義：「継続的に税理士業務を執行する場所」

←判定基準：外部に対する表示の有無、
応接設備の状況、使用人の有無 等

定義：「税理士業務の本拠」

←判定基準：外部に対する表示の有無

設備や使用人の有無といった物理的事実による判定を行わないこととする。

→ 業務の場所・形態にとらわれない働き方を促進。
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主な受験資格

学識 資格 職歴

大学・
短大・
高専

卒業者

大学３年
次以上で
62単位
取得者

一定の
専修学校
の専門課
程修了者

司法試験
合格者

公認会計
士短答式

試験
合格者

日商簿記
１級又は
全経簿記

上級
合格者

２年以上の
一定の
会計・

法律事務
経験者

税理士を目指す者

税法(３科目）

所得税※ 法人税※ 相続税 消費税又は酒税
国税徴収法 住民税又は事業税 固定資産税

※いずれか必須

会計学(２科目)

簿記論
(必須)

財務諸表論
(必須)

経済社会の多様化・ICT化が進展する中、多様な人材の確保と受験者数の減少に対処するため、試験の受験資格について、

① 税法科目より先に受験されることの多い会計学科目について受験資格を不要とし、早期の受験開始を容易にするとともに、

② 活動領域の拡大により、税理士には広く社会に関する基礎的素養が求められていることを踏まえ、学識による受験資格を満たそう

とする場合に修める必要がある学問の範囲（履修科目要件）を、「社会科学(に属する科目)」（現行：法律学又は経済学）に拡充する。

（注）令和５年４月１日から施行する。

【履修科目要件】

法律学又は経済学（１単位以上）

税理士試験の受験資格の見直し

（→改正①により税法科目のみに適用）

改正前

税法３科目・会計学２科目の計５科目合格により試験合格 → 加えて実務経験（会計事務２年以上等）を満たせば税理士登録が可能

【改正①】

会計学に限り
受験資格を不要化

【改正②】

履修科目要件を社会科学全般に緩和

新設
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（出典：国税庁資料を基に作成）



【地方税】

1. 固定資産税（土地）の負担調整措置

2. 法人事業税付加価値割における賃上げへの対応等

3. 大法人に対する法人事業所得割の税率の見直し

4. ガス供給業に係る法人事業税の収入金額課税の見直し

5. 住宅ローン控除の見直しに係る個人住民税の対応

6. eLTAXを通じた申告・申請に係る対象手続の拡大

7. eLTAXを通じた電子納付の対象税目の拡大

8. 上場株式等の配当所得等に係る課税方式の見直し
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69
(出典：R4.1.20税制調査会総務省作成資料を基に作成。)
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(出典：R4.1.20税制調査会総務省作成資料を基に作成。)
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（商業地等）

】

(出典：R4.1.20税制調査会総務省作成資料を基に作成。)
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【改正後】【改正前】

(出典：R4.1.20税制調査会総務省作成資料を基に作成。)
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【改正後】

【改正前】

(出典：R4.1.20税制調査会総務省作成資料を基に作成。)
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(出典：R4.1.20税制調査会総務省作成資料を基に作成。)



75(出典：R4.1.20税制調査会総務省作成資料を基に作成。)



76(出典：R4.1.20税制調査会総務省作成資料を基に作成。)
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(出典：R4.1.20税制調査会総務省作成資料を基に作成。)



上場株式等の配当所得等に係る課税方式の見直し（地方税）

➢個人住民税において、特定配当等及び特定株式等譲渡所得
金額に係る所得の課税方式については、所得税と個人住民税
で異なる課税方式を選択できることとされていた（申告不要・申
告分離課税・総合課税）。

➢しかし、所得税と異なる課税方式を選択する場合は、別途住民
税の申告が必要等、事務負担が大きいことから、個人住民税
と所得税の課税方式を一致させることとされた。

➢この際、上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控
除の適用要件が所得税と一致するよう規定の整備が行われた。

➢この改正は、令和６年度分以後の個人住民税について適用さ
れる。
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プロフィール

松崎 啓介（まつざき けいすけ）

松崎啓介税理士事務所 税理士

昭和59年～平成20年 財務省主税局勤務 税法の企画立案に従事

（平成10年～平成20年 電帳法・通則法規等担当）

その後、大月税務署長、東京国税局 調査部特官・統括官、審理官、企画課長、審理課長、
個人課税課長、国税庁監督評価官室長、仙台国税局総務部長、金沢国税局長を経て税理
士登録。

主な著書に「国税通則法精解」（共著:大蔵財務協会）、「コンメンタール国税通則法」（共著:第
一法規）、「電子帳簿保存法がこう変わる！～DXが進む経理・税務のポイント」「もっとよくわかる
電子帳簿保存法がこう変わる！ 」「週刊税務通信(2021.10) Q＆Aでわかる データ保存が義務
となる電子取引の対応方法〈前編・後編〉」「週刊税務通信(2022.2) 電子取引制度 宥恕措
置の概要と今後の電子保存対応」 (税務研究会）、「税理2021.4月臨時増刊号 税務手続の
デジタル化ーその実務と課題」、「税理2021.9月号 改正電子帳簿保存法は企業経理の電子
化を推し進める好機～その全体像と事前対策」「月刊税理2022年3月号巻頭言 電子取引情
報の電子データの保存への宥恕措置とやむを得ない事情」(ぎょうせい)、「旬刊経理情報
2022.2.1号 改正電帳法の宥恕措置等の実務への影響」(中央経済社)、「中小企業が知ってお
きたい！電子帳簿保存法 ポイントと対応」（清文社）等書籍や記事を多数執筆。
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